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日本行政書士会連合会平成15年度定時総会が、６月26日（木）・
27日（金）の両日東京都千代田区の赤坂プリンスホテルで開催
された。総会に先立ち午前10時から片山虎之助総務大臣代理
若松副大臣（北関東ブロック選出）を迎え、総務大臣表彰・表
彰状授与式が挙行され、全国から30名の会員がその栄に浴された。 
午前10時45分総会の開会宣言があり、盛武会長あいさつ・

来賓祝辞・総会成立宣言とつづき、議長に埼玉会長島敬一代
議員、副議長に千葉会河崎義一代議員が選任された。 
今年度の質問件数は80件とほぼ例年どおりであるが、今年

度は役員改選の年でもあり、時間の都合上再質問のみとし、再々
質問は受け付けないということで議事は進行した。平成14年度
事業報告の中、重点施策として大きく次の３項目が挙げられた。 
【１】規制改革対策 
【２】司法制度改革対策 
【３】高度情報通信社会対策 
この中で特筆すべきは、政府・司法制度改革推進本部から司

法制度改革推進本部事務局嘱託調査員、ADR検討会オブザー
バー、行政訴訟検討会オブザーバーに各１名の要請があり、そ
れに応え延べ32回の諸会議に参加するとともに意見を述べ、
隣接法律専門職種としての司法・準司法分野への業域拡大と
裁判外紛争（ＡＤＲ）機関の構築に向けた主張を展開したこと
であろう。 
審議は着々と進み、第１号議案及び第２号議案は賛成多

数により原案どおり承認可決確定された。次いで、第３号議
案から第６号議案についての質疑応答がなされた。 
第３号議案では昨年７月に施行された改正行政書士法に

より、国民の権益を擁護する代理人としての役割と責務が増
大してきており、更なる業務研鑽を深めるべく、能力担保と

なる研修センターの設立が喫緊の課題であり、現在具体化に
向けた取組をしている旨の提案がなされた。 
また、閣議決定を受けている事務所の法人化については、

国民の利便性の観点から早急な対応を図り、併せて準司法手続、
研修等の行政書士法の改正に取組み、更なる行政書士制度の
充実に努めるべく次の６つの重点施策があげられた。 
 １．司法制度改革への対応 ４．組織改革 
 ２．電子化への対応 ５．登録事務の整備 
 ３．行政書士制度の確立と環境整備 ６．社会貢献 
いずれの議案も審議の結果、賛成多数により承認可決確定した。 
約20分の休憩の後、第７号議案役員の改選に入った。投票所

は２カ所設置され、順次投票が行われた。30分程の投票時間で
あったろうか、即開票となり票読みが始まった。何度も確認の票
読みがなされ、20～30分が経過した後、次の結果をみた。 
投票総数180票 
 朝倉　征之候補 58票 宮内　一三候補 122票 
 白票 ０票 無効票 ０票 
上記のように、64票という大差をもって東京会の宮内一三候

補が当選された。鹿田福司（京都会）選挙管理委員長より当選
証書が授与され、第７号議案会長選任までの議案は承認可決確
定された。 
なお、新会長に選任された宮内一三会員は就任挨拶の中、

３期６年に亘り会長を努められた盛武隆会員を、名誉会長に推
薦したき旨を議場に問いたいと議長に促した。議長が異例に
も関わらず即刻議場に諮るや否や、割れんばかりの拍手があり、
満場一致で承認可決された。盛武隆名誉会長が誕生した瞬間
であった。 
時刻も迫って来たので、ここで一旦中断し、翌朝午前９

時より再会の運びとなった。午後６時より懇親会が開催され、
いきおい祝賀会と流れていった。 
翌朝、審議が再開され副会長・理事・監事が選考により

選任され、承認可決確定した。以上で全ての議案が終了し、議長・
副議長は退任し、次いで新旧役員のあいさつの後閉会となった。 

　 
　 
　 
　 
　 
第23回日政連定期大会が日行連の総会に続いて27日（金）

午前10時30分から開かれました。 
今大会は、日政連盛武会長（滋賀会）の任期（３期６年限

度）が満了する大会でもあり、今後行政書士会がさらに躍進
をめざすためにその方針決定をすることとなり、提案された
各議案は審議のうえ、全て承認可決されました。 
１　主な活動方針 
（１）基本方針 

経済社会の変遷に合わせた行政書士の将来像を構築し、
司法制度改革における法律専門職としての地位を確立し、
国民の利便に資する行政書士制度の確立をめざす。 

（２）国会対策と選挙の取り組みを強化する 
各党行政書士協力議員の支援活動を強化するとともに、
各種議会選挙における推薦候補並びに行政書士会員の
議会進出を促進するため、選挙への取り組みを強化する。 

（３）組織強化と財政の確立を図る 
支部組織を強化するとともに、日政連会員としての同
志的融和と結束の強化を図る。組織率100％を目指す。 

２　運動の具体的方針 

（１）司法制度改革等への対応 
日行連と連携し、弁護士法72条に関連する司法手続、
準司法手続、紛争処理等の分野における行政書士の地
位を確立するための運動を推進する。 

（２）行政書士法改正の推進 
行政書士の効率化、国民の利便に資するため、なお一
層日行連と連携し、社会変化に対応した行政書士制度
を確立するために必要な法改正運動を推進する。 

主な質問事項は、次のとおり（質問書提出９件） 
質問◎組織と財政の整合性　◎会員数の計算方法について
　◎組織率100％を目指す方策　◎組織強化と会費納入 

答弁　日政連は、各支部の政治連盟に対して個々の会員か
ら徴収した会費から、単位会員数に200円を乗じた額
の負担をお願いしている。健全な組織の維持のためにも、
「月刊日本行政」への掲載や「日政連活動のしおり」
の配布などで啓蒙活動を行っている。また、「組織と
財政の整合性」についても、日政連と各支部の政治連
盟は連合体としての組織の一致を図っている所である。
一方、「加入者に応じた会費の納入をすべきである」
との考えは、日政連として組織運営に支障を来たすこ
とは明らかであり容認できない。 

その他行政書士事務所の法人化、研修の義務付けの取り組
みなど法改正への理解と今後の協力を確認し、正午過ぎに終了、
閉会しました。 




